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広島高速道路事業の再評価結果について 

 
 
 このことについて、令和２年１月２９日に開催された「令和元年度 第１回 広島高速道路事業評価

監視委員会」の審議結果及び令和２年２月１３日に決定した対応方針を次のとおり公表します。 
 
１ 再評価の概要 
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【審議結果】 
事業継続を妥当と

認める。 
 

事

業

継

続 

広島高速５号線は、広島高速１号

線を介して高規格幹線道路である山

陽自動車道と接続するとともに、広

島高速２号線を介して広島呉道路や

整備が進展している東広島・安芸バ

イパスと接続し、広島駅や広島市都

心部へのアクセス機能を担うなど、

広島都市圏の交通体系の根幹として

機能する自動車専用道路網の一部で

ある。また、地域高規格道路に位置

付けられており、都市機能をより高

め、地域相互間の交流の促進に寄与

する路線であり、広島市都心部と広

島県東部地域や広島空港及び呉市等

との広域的なアクセス強化が図られ

る路線である。 

さらに、福田地区や温品地区、中

山地区、船越地区などにおける一般

道路の交通の円滑化が図られるとと

もに、中山地区においては、中山踏

切の立体交差化を計画しており、踏

切除却による安全性が向上するもの

である。 

引き続き万全の態勢で、地域住民

の安全確保、安心の構築及び生活環

境の保全に最大限取り組み、事業効

果の早期発現を目指し、事業を継続

する。 

２ その他 
  広島高速道路事業評価監視委員会の資料及び会議要旨は、広島高速道路公社企画調査部企画調査

課においてご覧いただくことができます。 


